
�愛媛県告示第３１６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 渡邊光廣

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設に関する事項

銅めっき装置１号

銅めっき装置２号

平成１６年２月２０日金曜日 第１５３４号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の

許可申請の概要………………………………………………………１６１

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等

の変更の許可申請の概要……………………………………………１６４

○ 医師の指定……………………………………………………………１６５

○ 医療機関の指定………………………………………………………１６６

○ 指定医療機関の業務の廃止の届出…………………………………１６６

○ 土地改良事業の計画の変更の関係書類の縦覧……………………１６６

○ 市営土地改良事業の施行の同意……………………………………１６６

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………１６６

○ 土地収用法に基づく事業の認定……………………………………１６６

○ 公有水面埋立工事の出願（２件）…………………………………１６７

○ 道路の供用開始（県道壬生川新居浜野田線）……………………１６９

○ 道路の供用開始（県道今治丹原線）………………………………１６９

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）………………………………１６９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１７０

告 示

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～５．０

最大 ２．０～５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２

最大 １４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９

最大 １１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３４５

最大 ３６４

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６６号 電気めっき施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６１キログラム処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６６号 電気めっき施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２８６キログラム処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約１ヶ月

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～３．０

最大 ２．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設�

汚水処理施設�（イオン交換系）

汚水処理施設�（蒸留・濃縮系）

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９

最大 １１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２７５

最大 ３１６

設 置 年 月 日 昭和６２年３月１０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 化学処理＋物理処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼製エポキシライニング及び強化プラ
スチックライニング製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

中 和 槽：縦０．８メートル
横０．８メートル
高さ０．８メートル

凝 集 槽：縦０．８メートル
横０．８メートル
高さ０．８メートル

�調整槽：縦１．６メートル
横１．６メートル
高さ１．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７１２立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和凝集法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目
処 理 前

処 理 後
中和処理系 �調整系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
０．７～１．５
最大

０．５～１．２

通常
２．５～３．５
最大

２．０～４．０

通常
６．５～７．５
最大

６．０～８．０
化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１０
最大
２０

通常
２未満
最大
２未満

通常
２未満
最大
２未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
９
最大
１０

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１０
最大
１５

通常
１未満
最大
１未満

通常
１未満
最大
１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．１未満
最大

０．１未満

通常
０．１未満
最大

０．１未満

通常
０．１未満
最大

０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１４
最大
２８

通常
５１
最大
５５

通常
５１
最大
５５

設 置 年 月 日 平成１３年３月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼製ラバーライニング

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
活性炭吸着塔：直径１．２メートル

高さ２．４メートル
イオン交換塔：直径０．８メートル

高さ２．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性炭吸着＋イオン交換法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．９～９．５

最大 ８．０～１０．０

通常 ６．５～７．５

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２未満

最大 ２未満

通常 ２未満

最大 ２未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

通常 ５未満

最大 ５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．３

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６５

最大 １９５

通常 １６５

最大 １９５

設 置 年 月 日 平成１３年３月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

蒸留槽：縦 ４メートル
横５．６９メートル
高さ４．５メートル

乾固槽：縦２．６５メートル
横２．７５メートル
高さ２．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１２０立方メートル処理
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汚水処理施設�（イオン交換系）

汚水処理施設�（還元・中和系、脱脂水洗水系）

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 蒸留

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目
処 理 前

処 理 後
蒸留系 濃縮系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
０．７～１．５
最大

０．５～１．２

通常
１０．０～１１．５
最大

１０．０～１２．５

通常
６．５～７．５
最大

６．０～８．０
化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１０
最大
２０

通常
１５０
最大
１７０

通常
２未満
最大
２未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２
最大
３

通常
１５０
最大
２００

通常
１未満
最大
１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．１未満
最大

０．１未満

通常
３０
最大
５０

通常
０．１未満
最大
０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１０７
最大
１２０

通常
１０
最大
１５

通常
９７
最大
１１５

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 化学処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼製ラバーライジング

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径１．３メートル 高さ２．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 イオン交換方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．０～８．０

最大 ４．０～８．６

通常 ６．５～７．５

最大 ６．０～８．０

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ２未満

最大 ２未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

通常 ５未満

最大 ５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １２

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ０．７

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５７９

最大 ６３７

通常 ５５０

最大 ６０５

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 化学処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼製ＦＲＰ及びポリエチレン他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

１次還元槽：直径１．５メートル
高さ１．５２メートル

反 応 槽：直径１．１メートル
高さ１．５２５メートル

中 和 槽：直径１．６メートル
高さ１．８３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元法・中和法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目
処 理 前

処 理 後
還元・中和系 脱脂水洗水系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
４．０～１２．０
最大

３．０～１３．０

通常
６．０～１０．０
最大

５．０～１１．０

通常
６．０～８．０
最大

５．８～８．６
化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１００
最大
２００

通常
６
最大
１０

通常
２．５
最大
３．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１６０
最大
２４０

通常
６
最大
１０

通常
３．５
最大
３．９
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第３１７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 渡邊光廣

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第６５号及び第６６号

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設分

汚水処理施設�

汚水処理施設�（イオン交換系）

汚水処理施設�（蒸留・濃縮系）

� 新設分

汚水処理施設�（イオン交換系）

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１０
最大
１５

通常
１未満
最大
１未満

通常
１未満
最大
１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
５８
最大
６２

通常
１２
最大
１３

通常
７０
最大
７５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ３．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．５

最大 ６．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１６

最大 ０．２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９３

最大 ３４０

備考 この他に、雨水排水口が１箇所ある。

変 更 前 変 更 後

処 理 前
処理後

処 理 前
処理後

中和処理系�調整系 中和処理系�調整系

汚水等の１日
当たりの量
（単位 立方
メートル）

通常
１４
最大
２８

通常
８３
最大
１０７

通常
８３
最大
１０７

通常
１４
最大
２８

通常
５１
最大
５５

通常
５１
最大
５５

変 更 前 変 更 後

処 理 前
処理後

処 理 前
処理後

蒸留系 濃縮系 蒸留系 濃縮系

汚水等の１日
当たりの量
（単位 立方
メートル）

通常
９４
最大
１０７

通常
１０
最大
１５

通常
８９
最大
１０２

通常
１０７
最大
１２０

通常
１０
最大
１５

通常
９７
最大
１１５

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 化学処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼製ラバーライジング

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径１．３メートル 高さ２．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 イオン交換方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．０～８．０

最大 ４．０～８．６

通常 ６．５～７．５

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ２未満

最大 ２未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

通常 ５未満

最大 ５未満

変 更 前 変 更 後

処理前 処理後 処理前 処理後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１３３
最大
１５３

通常
１３３
最大
１５３

通常
１６５
最大
１９５

通常
１６５
最大
１９５
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汚水処理施設�（還元・中和系、脱脂水洗水系）

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排出口

�愛媛県告示第３１８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １２

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ０．７

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５７９

最大 ６３７

通常 ５５０

最大 ６０５

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 化学処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼製ＦＲＰ及びポリエチレン他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

１次還元槽：直径１．５メートル
高さ１．５２メートル

反 応 槽：直径１．１メートル
高さ１．５２５メートル

中 和 槽：直径１．６メートル
高さ１．８３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元法・中和法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目
処 理 前

処 理 後
還元・中和系 脱脂水洗水系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
４．０～１２．０
最大

３．０～１３．０

通常
６．０～１０．０
最大

５．０～１１．０

通常
６．０～８．０
最大

５．８～８．６

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．２

最大 ４．２

通常 ３

最大 ３．８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．７

最大 ７．１

通常 ５．５

最大 ６．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１７

最大 ０．２１

通常 ０．１６

最大 ０．２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９０

最大 ３４０

通常 ２９３

最大 ３４０

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１００
最大
２００

通常
６
最大
１０

通常
２．５
最大
３．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１６０
最大
２４０

通常
６
最大
１０

通常
３．５
最大
３．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１０
最大
１５

通常
１未満
最大
１未満

通常
１未満
最大
１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
５８
最大
６２

通常
１２
最大
１３

通常
７０
最大
７５

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 内 科 愛媛大学医学部附
属病院 永 井 将 弘 温泉郡重信町大字志津川 平成１６年

２月２日

聴覚・平衡・音声又は言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 〃 藤 田 健 介 〃 〃

肢体不自由・視覚（※腫瘍・
神経障害等による視力障害者
の診療に限る。）・聴覚（※
腫瘍・神経障害等による聴力
障害者の診療に限る。）・平
衡・音声又は言語機能障害

脳神経外科 中村脳神経外科 中 村 貢 伊予市米湊７８６番１ 〃
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�������
�愛媛県告示第３１９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３２０号
身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）第

１３条の６第２号の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の

業務を廃止した旨の届出があった。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３２１号
新居浜市吉岡泉土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市吉岡泉土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

� 新居浜市吉岡泉土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２３日から３月１９日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
�愛媛県告示第３２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（た

め池等整備事業・鳥越地区）の施行に平成１６年２月９日同意

した。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３２３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年２月２０日から３月４日まで

�������
�愛媛県告示第３２４号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

丹原町

２ 事業の種類

丹原町せせらぎ公園（仮称）整備事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県周桑郡丹原町大字北田野及び大字長野地内

� 使用の部分

愛媛県周桑郡丹原町大字北田野

４ 事業の認定をした理由

平成１６年１月１３日に、丹原町から申請のあった本件事業

に関する事業認定の理由は、以下のとおりである。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

本件事業は、土地収用法第３条第３２号に掲げる「国又

は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、

墓地、市場その他公共の用に供する施設」に該当する。

このため、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要

件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

起業者は、本件事業に必要な工事費、用地費等の予算

を計上及び計上予定しており、本件事業が施行されるこ

とは確実と認められる。

このため、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要

件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

本件事業は、第３次丹原町総合計画に基づき、地域住

民の強い要望に応えるため公園を整備するものである。

ア 本件事業は、丹原町の主産業である農業や豊富な農

産物をテーマとしたイベント等を開催し、地域の観光

視 覚 障 害 眼 科 愛 媛 労 災 病 院 水 戸 毅 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

呼 吸 器 機 能 障 害 内 科 医療法人愛寿会
西条愛寿会病院 大 南 英 樹 西条市福武甲１５８－１ 〃

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

日本調剤 壬生川
薬局

東予市壬生川１２５
番地

平成１６年
２月１日

トマト薬局伊予店 伊予市米湊７９１－
２

平成１６年
２月１日

名 称 廃止年月日

トマト薬局伊予店 平成１６年１月３１日

愛 媛 県 報平成１６年２月２０日 第１５３４号

１６６



情報等と併せて丹原町をアピールするとともに、地域

の内外の人々が憩い、交流することができる公園を整

備するものであり、農業の振興や地域の活性化等に寄

与することが見込まれ、本件事業の施行により得られ

る利益は、相当程度存在すると認められる。

イ 一方、本件事業の施行により失われる利益として周

辺環境への影響が考えられるが、本件事業が環境影響

評価法（平成９年法律第８１号）等による環境影響評価

の対象事業となっていないことから周辺環境への影響

は極めて小さいものと考えられる。

よって、本件事業の施行により失われる利益は軽微

であると認められる。

ウ 本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的

条件、社会的条件、経済的条件及び工事施行等の技術

的条件による３案の候補地の比較検討を行い、総合的

に最も優れた案を採用しているものと認められる。

また、本件事業に係る起業地の範囲は、必要最小限

に限定されているものと認められる。

エ アで述べた得られる利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに

、ウで述べたように、本件事業の起業地は他の候補地

と比較して最も適切であると認められる。

以上により、本件事業は、土地収用法第２０条第３号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

本件事業は、町民の要望に応え、農業や豊富な農産物

をテーマとしたイベント等を開催し、地域の内外の人々

が憩い交流することができる公園を、第３次丹原町総合

計画に基づき整備するものであり、土地を収用する公益

上の必要があると認められるため、土地収用法第２０条第

４号の要件を充足すると判断される。

� 結論

�から�までにおいて述べたように、本件事業は土地
収用法第２０条各号の要件を充足するものと判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

丹原町役場

�������
�愛媛県告示第３２５号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、松山地方局建設部及び中島町役場において告示の日から起

算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

温泉郡中島町大字畑里甲６３５番４から同甲６２５番ま

での地先公有水面

イ 区域

次の１点から６点までを順次直線で結んだ線並びに

６点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋３．５７メートル）における公有水面と陸地との境界

線により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字畑里甲６４５番地先の離岸堤

に設置された金属鋲）は、北緯３３度５９分３５秒、東経１

３２度３７分１５秒の地点

１点は、基点から真北９５度３３分５２秒１５４．９１メートル

の地点

２点は、１点から真北３２８度４３分１８秒４．１８メートル

の地点

３点は、２点から真北２３８度２２分０７秒４７．９０メート

ルの地点

４点は、３点から真北２３９度１６分３１秒１５．６８メート

ルの地点

５点は、４点から真北２４０度５２分１６秒７．３７メートル

の地点

６点は、５点から真北１０５度００分１３秒５．１９メートル

の地点

ウ 面積

２７８．６７平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

温泉郡中島町大字畑里甲６３５番１から同甲６２５番ま

での地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１５点までを順次直線で結んだ線及び１５

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字畑里甲６４５番地先の離岸堤

に設置された金属鋲）は、北緯３３度５９分３５秒、東経１

３２度３７分１５秒の地点

１点は、基点から真北８４度４５分５３秒１３７．１９メートル

の地点

２点は、１点から真北２３８度２２分０７秒４８．０９メート

ルの地点

３点は、２点から真北２３９度１６分３２秒１４．７３メート

ルの地点

４点は、３点から真北１７５度４６分２０秒２７．２１メート

ルの地点

５点は、４点から真北１４５度４３分２０秒１５．１０メート

ルの地点

６点は、５点から真北６１度１３分３３秒１２．２４メートル

の地点

７点は、６点から真北６０度３１分０５秒１２．００メートル

の地点

８点は、７点から真北５９度３１分０３秒７．９７メートルの

地点
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９点は、８点から真北５７度３９分４５秒１．１２メートルの

地点

１０点は、９点から真北５８度４７分４２秒１７．２２メートル

の地点

１１点は、１０点から真北５９度３２分００秒６．９６メートルの

地点

１２点は、１１点から真北５９度２７分３６秒４．１２メートルの

地点

１３点は、１２点から真北５７度３６分１２秒１６．３１メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３２９度０１分０３秒１１．０４メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北２３８度２２分０４秒３．５８メートル

の地点

ウ 面積

２，９０１．８２平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約１７０平方メートル

護岸用地 約１１０平方メートル

４ 出願年月日

平成１６年２月４日

�������
�愛媛県告示第３２６号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、宇和島地方局御荘土木事務所及び御荘町役場において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

御荘町

南宇和郡御荘町平城３０６３番地

代表者 町長 山下 英雄

南宇和郡御荘町中浦１１５１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡御荘町平山５０３番３から同５２６番２までの

地先公有水面

イ 区域

次の１点から２４点までを順次直線で結んだ線並びに

２４点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．１０メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（南宇和郡御荘町平山５２２番地内に設置された

金属鋲）は、北緯３２度５８分２１秒、東経１３２度３２分０２秒

の地点

１点は、基点から真北１２７度４６分１９秒７８．８７メート

ルの地点

２点は、１点から真北１６０度１１分００秒２５．０１メート

ルの地点

３点は、２点から真北３０３度３４分２８秒１５．０８メート

ルの地点

４点は、３点から真北３３度３４分２８秒３．１０メートルの

地点

５点は、４点から真北３０３度３４分２８秒４０．２５メート

ルの地点

６点は、５点から真北２１３度３４分２８秒３．１０メートル

の地点

７点は、６点から真北３１８度０７分４７秒８．９０メートル

の地点

８点は、７点から真北４８度０７分４７秒１．００メートルの

地点

９点は、８点から真北３１８度０７分４７秒２．２０メートル

の地点

１０点は、９点から真北２２８度０７分４７秒１．００メートル

の地点

１１点は、１０点から真北３１８度０７分４７秒１３．６５メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北４８度０７分４７秒０．２０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北３１８度０７分４７秒０．５０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２２８度０７分４７秒０．２０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北３１８度０７分４７秒２３．５０メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北４８度０７分４７秒０．２０メートルの

地点

１７点は、１６点から真北３１８度０７分４７秒０．５０メートル

ルの地点

１８点は、１７点から真北２２８度０７分４７秒０．２０メートル

の地点

１９点は、１８点から真北３１８度０７分４７秒２３．５０メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北４８度０７分４７秒０．２０メートルの

地点

２１点は、２０点から真北３１８度０７分４７秒０．５０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２２８度０７分４７秒０．２０メートル

の地点

２３点は、２２点から真北３１８度０７分４７秒１３．７５メート

ルの地点

２４点は、２３点から真北８度０７分４７秒１６．９３メートル

の地点

ウ 面積

１，６０９．５５平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡御荘町平山５０３番４から同５２６番２までの

地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＫ点までを順次直線で結んだ線並びに
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Ｋ点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡御荘町平山５２２番地内に設置された

金属鋲）は、北緯３２度５８分２１秒、東経１３２度３２分０２秒

の地点

Ａ点は、基点から真北１２７度４６分１９秒７８．８７メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１６０度１１分００秒２５．０１メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２１３度３４分４９秒５０．００メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３０３度３４分４９秒６１．７１メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３１８度０８分０８秒１２３．００メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北８度０７分４７秒４６．１９メートル

の地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北９８度０７分４７秒５０．００メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１６０度３８分５５秒２２．５７メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１３９度０２分４７秒７３．２９メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北４２度００分４４秒１３．３８メートル

の地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１２８度５５分１０秒３７．１２メート

ルの地点

ウ 面積

１１，９５８．４５平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成１６年２月５日

�愛媛県告示第３２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市禎瑞字八幡壱番１４７７番２から

同字壱番１４６１番１まで
平成１６年２月２０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
越智郡朝倉村大字朝倉下甲１１７７番地先から

同大字甲７５２番２まで
平成１６年２月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
大洲市田口字イマイデ甲２６４２番２から

同市中村字渡シ場１０２０番３まで

旧 ４．０～１３．８ ０．２７５

新 ４．０～５３．５ ０．２８０
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�愛媛県告示第３３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
大洲市田口字イマイデ甲２６４２番２から

同市中村字渡シ場１０２０番３まで
平成１６年２月２０日

平成１６年２月２０日 印刷
平成１６年２月２０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１７０
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